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予 算 特 別 委 員 会

１．開会及び閉会 令和７年12月22日（月） 午後８時10分 開会

午後８時17分 閉会

３．出席した委員 委 員 長 藤井本 浩

副委員長 杉 本 訓 規

委 員 木 村 公

〃 西 川 善 浩

〃 梨 本 洪 珪

〃 谷 原 一 安

〃 川 村 優 子

欠席した委員 な し

４．委員以外の出席議員 議 長 増 田 順 弘

議 員 福 本 善 之

〃 靏 本 義 明

〃 速 水 一 生

〃 奥 本 佳 史

５．委員会条例第19条の規定により、説明のため出席した者の職氏名

市 長 阿 古 和 彦

副 市 長 東 錦 也

教 育 長 椿 本 剛 也

財務部長 内 蔵 清

こども未来創造部長

子育て支援課長 新 澤 明 子

６．職務のため出席した者の職氏名

事務局長 米 田 匡 勝

書 記 神 橋 秀 幸

〃 西 邨 さくら
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７．付 議 事 件（付託議案の審査）
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開 会 午後８時１０分

藤井本委員長 ただいまの出席委員は８名で、定足数に達しておりますので、これより予算特別委員

会を開会いたします。

20時、８時を回りましたけど、皆さん、ご苦労さまでございます。本日最終日、追加議案

として提出されました件につきまして、予算特別委員会、開会をいたします。どうぞよろし

くお願いいたします。

委員外議員のご紹介をいたします。見えた順番から、奥本議員。靏本議員。速水議員。福

本議員。

発言される場合は必ず挙手いただき、指名をいたしますのでマイクの発言ボタンを押し、

赤いランプが点灯しているのを確認してからご起立いただき、必ずマイクに近づけてから発

言されるようお願いいたします。

また、会議出席者用のタブレット端末機の情報通信機器の使用を認めておりますのでご承

知おき願います。

発言につきましては簡単明瞭にしていただき、会議時間の短縮にご協力をお願いいたしま

す。

それでは、ただいまより、本委員会に付託されました付議事件の議事に入ります。

します。

本案につき、提案者の内容説明を求めます。

内蔵部長。

内蔵財務部長 財務部の内蔵です。どうぞよろしくお願いいたします。

号）につきましてご説明申し上げます。

１ページをお願いいたします。

第１条でございます。歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億5,586万6,000円を追加

いたしまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ201億4,744万8,000円とするもので

ございます。

補正内容につきましては、国の総合経済対策に基づきます物価高対応子育て応援手当事業

費の追加でございます。

５ページをお願いいたします。

５ページの歳出の事項別明細書で説明させていただきます。

３款民生費、２項９目物価高対応子育て応援手当事業費で、補正額は１億5,586万6,000円

でございます。

その内訳になります。右端の説明欄をご覧いただきまして、まず、人件費（人事課）とい

たしまして、職員の時間外勤務手当でございます。

続いて、物価高対応子育て応援手当事業（子育て支援課）といたしまして、上から順に、

１節報酬、４節共済費、８節旅費、これらはいずれも会計年度任用職員に係る経費でござい
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ます。

次いで、10節の需用費、11節役務費、12節システム改修委託料の事務経費と、そして、一

番下の18節、実際の給付額でございます。物価高対応子育て応援手当といたしまして１億

4,800万円で、人事課分を含めました総事業費が１億5,586万6,000円となってございます。

なお、子育て応援手当の支給対象者につきましては、児童手当の支給対象児童を養育する

父母等でございまして、給付額につきましては、子ども１人当たり一律２万円でございます。

財源につきましては、１ページお戻りいただきまして４ページになります。

４ページの歳入の事項別明細書をご覧いただきまして、14款国庫支出金、２項２目民生費

国庫補助金で、事業費補助金、事務費補助金ともに、10分の10、全額の国庫補助事業となっ

ております。

以上で、一般会計補正予算（第５号）の説明を終わらせていただきます。ご審査賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。

藤井本委員長 ただいま説明願いました本案に対する質疑に入ります。

質疑ないですか。

西川委員。

西川委員 そしたら、さきの国会で決まって、１人当たり２万円という形で児童手当のシステムを使

って振り込まれるということで、これ、この予算、可決したらいつ振り込まれるのかと。で

きるだけ早いほうがいいのかなと思います、物価高対応というところもありますので。これ

をお聞かせ願えますか。

藤井本委員長 新澤課長。

新澤子育て支援課長 子育て支援課、新澤です。

現時点では、まだ具体的な支給時期等につきましては未定であります。国の補正予算が12

月16日に成立し、次々と、今現在、支給要領や支給要綱等の通知が届き始めております。内

容をしっかり確認して、できる限り早く支給できるよう調整したいと考えております。また

詳細が決まり次第市ホームページなどでお知らせさせていただきたいと思います。

以上です。

藤井本委員長 西川委員。

西川委員 できるだけ早くね。こんなの、待っていて、４月以降とか、そんなのになったら、３月の

予算でやったらええやんかという話になりますので、できるだけ早く国のほうの対応も見つ

つ支給をしていただければと思います。

以上です。

藤井本委員長 ほかに質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 質疑ないようですので、質疑終結をいたします。

議員間討議、ご希望ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 ないようであれば討論に入ります。
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討論ありませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 討論ないようですので、討論を終結いたします。

これより議第104号議案を採決いたします。

本案を原案のとおり可決することにご異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

藤井本委員長 ご異議なしと認めます。よって、議第104号は原案のとおり可決することに決定をい

たしました。

以上で、本委員会に付託されました議案の審査が全て終了いたしました。

ここで、委員外議員さんの発言の申出があれば許可いたします。ございませんか。

（「なし」の声あり）

藤井本委員長 委員外議員さんの発言を終結いたします。

これをもちまして予算特別委員会を閉会をいたします。

閉 会 午後８時１７分

委員会条例第28条の規定によりここに署名する。

予算特別委員会委員長 藤井本 浩


